
令和５年度一般会計当初予算

消費税率の引き上げに伴う地方消費税交付金の引き上げ分に係る社会保障施策への充当状況について

【歳入】

令和５年度地方消費税交付金計上額　295,000千円　うち社会保障財源化分（12/22）　160,909千円

【歳出】 （単位：千円）

地方消費税交付金
社会保障財源化分 その他

社 会 福 祉 費 1,280,381 1,302,382 △ 22,001 419,829 10,000 312 107,710 742,530

児 童 福 祉 費 706,755 747,198 △ 40,443 270,279 0 18,127 52,997 365,352

災 害 救 助 費 1,597 1,930 △ 333 0 0 0 202 1,395

小計 1,988,733 2,051,510 △ 62,777 690,108 10,000 18,439 160,909 1,109,277

【民生費の内訳】 （単位：千円）

うち地方消費税
交付金社会保
障財源化分

左の構成比
予算額に対す

る充当率

社 会 福 祉 総 務 費 912,016 568,856 72,064 44.8% 7.9%

国 民 年 金 費 104 0 0 － －

医 療 給 付 費 368,261 281,384 35,646 22.2% 9.7%

小計 1,280,381 850,240 107,710 67.0% 8.4%
児 童 福 祉 総 務 費 183,966 183,634 23,263 14.5% 12.6%
ひとり親家庭等福祉費 7,986 7,986 1,012 0.6% 12.7%
児 童 福 祉 施 設 費 382,403 206,175 26,119 16.2% 6.8%

児 童 措 置 費 132,400 20,554 2,604 1.6% 2.0%

小計 706,755 418,349 52,997 32.9% 7.5%

災害救助費 1,597 1,597 202 0.1% 12.7%

合計 1,988,733 1,270,186 160,909 100.0% 8.1%

　消費税率が令和元年10月1日より８％から１０％へ、地方消費税率についても１．７％から２．２％に引き上げられたことにより、地方消費税収のうち引き上げ
分については社会保障施策（社会福祉、社会保険及び保健衛生）に要する経費に充てることになりました。本町の令和５年度一般会計当初予算における歳
出では下表のとおり民生費の各事業に充当しています。

民生費

区　　　　分 比較 一般財源

本年度の財源内訳

国県支出金 地方債
本年度 前年度

その他

社会福祉費

児童福祉費

すくすくゆざっ子支援金、子育て世帯移住奨励費、誕生祝金等

ひとり親家庭等家賃補助金等

保育園運営費、子どもセンター運営費等

児童手当

高齢・障がい者福祉、介護保険等

水難・山岳・災害救助費

区　　　分 本年度予算額 左のうち一般財源 説　　　　明

障がい者・子育て支援・後期高齢者医療等
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